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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 機 器 制 御 シ ス テ ム 及 び 携 帯 端 末
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 が に 対 し て 制 御 を 行 う た め に 、
　

　

　 す る こ と を 特 徴 と す
る 、
機 器 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　
　

ICカ ー ド 携 帯 端 末
前 記 携 帯 端 末 は 、 前 記 ICカ ー ド に 制 御 命 令 の 発 行 を 求 め る 発 行 命 令 を 送 信 す る 送 信 手 段

を 有 し 、
前 記 ICカ ー ド は 、 受 信 し た 前 記 発 行 命 令 か ら 前 記 携 帯 端 末 を 制 御 す る た め の 制 御 命 令 を

生 成 す る 制 御 命 令 生 成 手 段 と 、 前 記 携 帯 端 末 に 前 記 制 御 命 令 を 送 信 す る 端 末 制 御 手 段 を 有
し 、

前 記 携 帯 端 末 は 受 信 し た 前 記 制 御 命 令 を 実 行 す る 命 令 実 行 手 段 を 有

ICカ ー ド と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ た 携 帯 端 末 で あ っ て 、 前 記 携 帯 端 末 は 、
前 記 ICカ ー ド に 制 御 命 令 の 発 行 を 求 め る 発 行 命 令 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
前 記 発 行 命 令 に 基 づ い て 前 記 ICカ ー ド が 生 成 し た 前 記 携 帯 端 末 を 制 御 す る た め の 制 御 命

令 の う ち の 一 部 と 残 り の 前 記 制 御 命 令 を 前 記 Ｉ Ｃ カ ー ド 自 体 が 処 理 し た 結 果 と を 、 受 信 す
る 受 信 手 段 と 、



　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　
　

(2) JP 2003-333651 A5 2005.10.6

受 信 し た 前 記 制 御 命 令 を 実 行 す る 命 令 実 行 手 段 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 、
携 帯 端 末 。

前 記 携 帯 端 末 は 、 別 の 機 器 と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ 、 前 記 受 信 手 段 が 受 信 す る 制 御 命 令 は
前 記 別 の 機 器 を 識 別 す る た め の IDを 含 み 、 前 記 命 令 実 行 手 段 は 、 前 記 IDに 対 応 す る 前 記 別
の 機 器 に 前 記 制 御 命 令 を 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 、
請 求 項 ２ に 記 載 の 携 帯 端 末 。

前 記 ICカ ー ド は 、 前 記 制 御 命 令 を 格 納 す る 制 御 命 令 格 納 手 段 を 有 し 、
前 記 制 御 命 令 格 納 手 段 は 、 そ れ ぞ れ の 制 御 命 令 に 対 し て 発 動 条 件 を 設 定 し た 動 作 規 定 情

報 を 管 理 し 、 前 記 携 帯 端 末 か ら 受 信 し た 前 記 発 行 命 令 か ら 、 前 記 動 作 規 定 情 報 に 従 っ て 、
 制 御 命 令 の 生 成 を 行 う 制 御 命 令 生 成 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 携
帯 端 末 。
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